
◆警報が発表されたら…
大雨や暴風による災害発生の恐れが高まっています。ま
た、避難勧告・指示が発令される可能性もあります。
外出は控え、避難所への経路を確認してください。
　　　日頃から非常持出品を準備し、玄関などすぐ分か
　　　るところに置いておきましょう。

７月31日までに、新しい被保険者証などを送付します。
届いたら、そちらを使用してください。
◆被保険者証
平成26年中の所得に基づいて、負担割合が決定します。
自己負担額の割合　
●一般の方＝１割　●現役並み所得がある方＝３割
＊住民税課税標準額が145万円以上ある被保険者と、そ
の方と同じ世帯の被保険者は３割です。ただし、同じ世
帯の被保険者の収入が一定額未満であれば、申請すると
１割になります。
◆限度額適用・標準負担額減額認定証
入院時の医療費の自己負担額や食事代が減額されます。
新たに対象となった方は、申請が必要です。
対象　住民税非課税世帯
＊希望する方に医療費通知を送付
電話などで申し込んでください。ただし、一度申し込ん
だ方は必要ありません。
問合せ　保険年金課（内線730）

保
健 問合先は、各記事の最後に記載

前年の所得状況などを確認し、更新の要件に該当する方
には７月31日までに新しい受給者証を送付します。
＊子ども医療で中学生の場合は、助成範囲が入院だけの
ため送付しません。必要な方は申請が必要です。詳しく
は、お問い合わせください。
＊１月２日以降に転入した方は、平成27年度の所得課税
証明書の提出が必要です。対象となる方には６月中旬に
通知しました。早めに提出してください。
問合せ　保険年金課（内線663）

７月31日までに新しい被保険者証などを送付します。
有効期限　平成28年７月31日
＊期限までに75歳になる方は、誕生日の前日までです。

◆70～74歳が対象の被保険者証兼高齢受給者証
自己負担額の割合　
●昭和19年４月２日以降に生まれた方＝２割　
●昭和19年４月１日以前に生まれた方＝１割　
●現役並み所得がある方＝３割
＊医療費の自己負担額は、限度額までになります。ただ
し、住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減
額認定証の提示が必要です。
これから70歳になる方は…
70歳になる誕生月の末までに送付します。使用できるの
は、70歳になる誕生月の翌月からです。
＊誕生日が１日の方は、前月の末までに送付します。使
用できるのは、誕生月からです。
◆限度額適用・標準負担額減額認定証
病院などの窓口に提示すると、自己負担額が認定証に示
された区分の限度額までになります。住民税非課税世帯
の方は、入院時の食事代などが減額されます。
＊毎年申請が必要です。すでにお持ちの方には、申請書
を送付します。申請は随時受け付けます。
◆特定疾病療養受療証
人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製
剤の投与が原因のＨＩＶ感染症の治療を受けるときに、
病院などの窓口に提示すると、自己負担限度額までにな
ります。すでにお持ちの方には、８月１日から有効の受
療証を送付します。
＊新規の方は、手続きが必要です。
問合せ　保険年金課（内線704）　

生
活 問合せ　防災・庁舎建設課（内線648）

上空で、温かい空気と冷たい空気が混じると、突然の大
雨などが発生する場合があります。天気予報で「大気の
状態が不安定」と聞いたときは外出を控えましょう。

　　　大雨のときは、側溝やマンホールが水で見えなく
　　　なり、大変危険です。日頃から、自宅近くの側溝
　　　やマンホールの位置を確認しておきましょう。

◆指定緊急避難場所（学校のグラウンド、公園など）
災害が発生したか、その恐れがあるとき、一時的に
避難する場所です。災害の種類ごとに指定します。
◆指定避難所（学校の体育館、教室など）
災害が発生したときに、必要な期間、被災者などが
滞在するための施設です。

◆強い雨（降水量20～30mm/h）
どしゃ降り。地面一面に水たまりができ
る。側溝や小さな川があふれる。
◆激しい雨（降水量30～50mm/h）
バケツをひっくり返したように降る。道路が川のように
なる。下水道管から雨水があふれる。
＊大雨特別警報が発表された平成26年９月11日は、恵庭
市島松で１時間に37.0mmの降水が観測されました。
◆非常に激しい雨（降水量50～80mm/h）
滝のように降る。水しぶきで辺り一面が
白っぽくなり、視界が悪くなる。
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